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自衛隊窓口への御挨拶訪問報告
（関東地方環境事務所）

○期間：令和2年9月7日～10月2日
○訪問先：10都県12駐屯地の陸上自衛隊都道府県別災害派遣連絡窓口及び東部方面総監部
○関東地方環境事務所 林次長、岡野資源循環課長
○先方：各都県担当窓口の連隊長、部長、科長 等
○当方からの発言事項（共通事項）
・日頃の自衛隊活動への感謝
・環境省の行動計画運用状況・協議会活動等の取組（資料で自治体指導や計画策定事業等を説明）
・今後の連携の確認
○先方の反応（概要）
（共通）
・環境省の取組について重要であり、災害時の対応を円滑に進めるため平素の計画策定も含め
是非進めてほしい。
・30年7月豪雨以降、自衛隊の災害派遣が手厚くなっているが、マニュアルに則った適切な範囲
で今後も協力していきたい。

（その他御意見）
・支援の必要性や内容の判断、県内からの撤退時期の判断を各関係者統一的かつ早めに実施してほしい。
・マニュアル上の都県の役割に係る記述が薄い。情報を統括する役割を都県が果たすべき。
・災害時に自衛隊の窓口になる都県災害部局と廃棄物部局での情報連携を密にすべき。
・県単位で実施する防災訓練などで災害廃棄物も１テーマとして加えるべきではないか。
・補助金制度の周知により民間の活用が進むのではないか。
・自治体が産業廃棄物処理事業者と事前に調整して、確保しておくことが重要。
・自治体への連携マニュアルの周知をお願いしたい。（→協議会を通じて周知）
・自衛隊が開催する自治体向け研修への参加をお願いしたい。（→10月9日＠茨城県勝田駐屯地にて、講師として2名参加）



※ 首都直下地震や南海トラフ地震などの
巨大災害時には、陸上総隊の下に、航空・
海上自衛隊も含めた全国の部隊からなる統
合任務部隊が再編制され、以上とは異なる
指揮命令系統の下対応に当たることになっ
ている。

（平常時）
防衛大臣→陸上自衛隊施設学校

→陸上総隊→第１空挺団
→東部方面隊→１師団→連隊、特科隊

→１２旅団→連隊、特科隊
→混成団

（災害時：指揮の特例）
防衛大臣→陸上総隊→東部方面隊
→第１師団
→東京、神奈川、埼玉、千葉、静岡、山梨の全ての連隊、特科隊、混成団、

第１空挺団、陸上自衛隊施設学校
→第１２旅団
→新潟、長野、栃木、茨城、群馬＋長野県の全ての連隊、特科隊

＜参考＞陸上自衛隊組織の階層

＜参考＞

陸自階級と
階級章

（県庁本部
に常駐）


